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１ 点検・評価制度の概要 

 この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）」第 26 条第

１項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、外部評価者の意見を取り入れながらその結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出及び市民に公表しながら、次年度の事業計画の検討に用いることで効果的な教育行政の推進を

図るとともに、住民への説明責任を果たすものです。 

 

《参考》 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局

職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 

 

２ 点検・評価の対象 

令和５年度の教育委員会の権限に属する事務について、教育振興基本計画の施策を達成するた

めに実施した事務事業を対象としています。 

 

３ 点検・評価の方法及び活用 

 教育振興基本計画の主要施策ごとに、事務事業の施策レベルでの成果と課題を挙げた現状評価

を行い、さらに、次年度以降に改善する内容と方向性についてまとめました。 

なお、この内容は、事務事業と施策の二つのレベルにおいてＰＤＣＡサイクルを活用し、教育

振興基本計画と教育等に関する施策の大綱、酒田市総合計画との方向性を共有しながら、教育行

政の執行状況について点検・評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業評価 
事務事業が総合計画の成果指標に与える貢献度の視点で事業評価を行う 

外部評価 施策評価の妥当性に対する意見  施策の目的達成に向けた改善点・提言 

事務事業評価を踏まえた主要施策に対する成果と貢献の点検評価 

次年度の事務事業の方向性、優先順位の検討 

成果と貢献 
事務事業の妥当性・進捗を 

ふまえ、施策の目的に対する 

貢献度を明らかにする

人員・予算等の資源投入の判断 

（拡大・維持・見直し・廃止） 

優先度を事業に反映 

ACTION

PLAN

DO

CHECK
KPI 

重要業績評価指標 
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＜具体的な点検・評価の手順＞ 

○教育委員会事務局 

（１）事務事業評価 

令和５年度に実施した事務事業について、総合計画の成果指標に与える貢献度の視点

で事業評価を行い、今後の方向性を検討。 

（２）施策評価① 

上記（１）を踏まえ、所管課ごとに主要施策別の「施策評価表」を作成し、所属長を

中心に令和５年度に実施した事業を主要施策の視点で評価し、次年度以降の改善内容と

方向性を検討。 

（３）施策評価② 

    上記（２）までの内容について、教育長、教育次長により検証し、施策の目的達成の

ため、各事業の今後取り組むべき内容、方向性について教育委員会事務局として決定。 

○外部評価 

    教育委員会事務局がまとめた上記内容の評価が妥当であるか、また、施策目的達成に

向け、今後改善すべき点や取り組むべき内容について、外部評価者より意見、提言を受

理。 

○教育委員会 

外部評価者の意見、提言を踏まえ、点検・評価の内容を審議し最終決定。 

    （最終決定までの間、点検・評価の内容は、教育委員会事務局としてまとめた段階か

ら教育委員によるチェックを開始している。） 

 

「施策評価表」の項目 

１ 施策の概要（教育振興基本計画から転記） 

２ 昨年の点検評価報告で次年度計画（PLAN）としたものと、令和 5年度実施した内容（DO） 

３ 施策としての現状評価（CHECK） 

４ 前期計画（令和２～５年度）の評価 

   ５ 現状評価を受けて改善する内容または方向性（ACTION） 

４ 外部評価者の意見 

 点検・評価にあたっては、法第 26 条第２項の規定により、次の２名の外部評価者から各分野

に関してご意見をいただいた。（内容は次頁以降に掲載） 

【外部評価者】 

山形県公安委員会 委 員 柴 田 曜 子 氏 

（元鶴岡南高等学校校長） 

東北公益文科大学 教 授 森 元  拓 氏 
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教育に関する事務の管理及び執行状況に係る点検評価についての意見 

 

山形県公安委員会 委員（元鶴岡南高等学校校長） 柴 田 曜 子 

 

１．はじめに 

 昨年に引き続き評価を引き受けるにあたり、実際に学校を見学させていただきたいと申し入

れ、小学校2校、中学校１校を訪問し、授業を見学し学校経営について校長から説明していただ

いた。見学した学校ではそれぞれ創意工夫をこらして教育活動が行なわれており、児童生徒の様

子から小・中学校の状況を知ることができ、また学校現場で現在抱える課題等もいくつか理解で

きたと思う。 

 

Ⅱ．現場で感じた課題 

 学校を見学して一番大きく変化したと感じたのは授業をうけている生徒の数である。特に小学

校においては一クラスの人数が20人～30人ぐらいで、教室にゆとりもあるし、指導者の目が行

き届きやすいのではないかと感じた。施設面でいえば、各教室に大型のモニターが設置され、ま

たひとり1台のタブレット等、以前に比べ授業の中でICT利用がすすんでいることも実感した。

授業の形態として以前は全員が黒板の方を注視する一斉指導形式が多かったが、現在は机をくっ

つけてのグループ学習が増え、内容によって形を変えているという説明もうけた。 

 一方、実際の授業を見学して感じた課題の一つは児童生徒の個人差が大きく、小学校低学年に

おいて既に学習する上で差ができているということだ。インクルーシブ教育が進められ、障がい

のある生徒も入学しており、各学校では個別対応が図られていた。特別支援教室での授業や支援

員による個別の指導と教室で受ける一斉授業とを組み合わせ、生徒が行き来しながら学校生活を

送る様子を知ることができた。障がいの有無だけでなく、例えば授業の中でタブレットを使う

際、日常的に手にしている子供と、そうでない子供とでは明らかに差ができている。同じことが

英語や他の教科でもいえるのではないかと思う。今後それぞれの生徒のもつ個別差を踏まえ、ど

のように個々の力を伸ばす授業を行っていくかは大きな課題だと感じた。課題解決のヒントとな

りうるのがグループ学習ではないかと感じた。見学した授業の中で、グループ内での助け合い

や、先に理解できたグループの生徒たちに他のグループに教えにいくよう促した担任の指導によ

り、理解したことを言語化して他に話すことで定着が図られる様子を実際に見ることができた。 

 課題の二つ目としてはクラス運営や授業は担任にゆだねられており、教員の個別差があるとい

うことだ。学年に複数クラスがある場合など、話し合いがもたれたり共通の内容で進められたり

しているようだが、見学した授業の中には非常に工夫され効果的だと感じられるものもあった

が、どの程度それが他の教員と共有されているのか疑問に感じた。教員は常に他の教員の授業を

見、新しいやり方を学び、レベルアップを図る必要があると思っているが、それは個々の教員の

自主性に任されているようなところがある。当地区にも工夫を凝らして授業を組み立てたり、ク

ラス運営や生徒指導に力を発揮している教員が多くいると思うのだが、そのやり方を共有する仕

組みが必要だと感じた。 
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Ⅲ．全体を通して 

 今回施策の説明を受ける中で、同じ施策の中で項目によって担当の課が異なっていたり、一方

で同じ事業が複数の施策の中で触れられていたり、もう少し整理してもいいのではないかと感じ

た部分があった。 

 一つ一つの施策に対して、それぞれ事業が計画されたり、対策が考えられたりしており、全体

として概ねよく実施されていると評価できる。ただ昨年も指摘したが、施策そのものが抽象的で

評価のしにくいものも多い。現場となる各学校でどの程度実施されているのかマトリックスを作

成し、検証してみる必要もあるのではないかと思う。 

 令和5年度の評価の中で気になったのは、児童生徒の読書の減少と運動の機会の減少である。

どちらも基礎的な学力と体力を育てることに繋がっている。2024年度の全国学力・学習状況調

査の結果が公表されたが、国語力の強化が学力向上のカギになるのではないかと思う。自らの考

えを表現する力の強化も必要で、話し合いやグループ学習、プレゼンテーションなどを通してぜ

ひ強化してほしい。また、課題解決のために、他地区、あるいは他県の先進的な取り組みをぜひ

紹介してほしいと思う。 
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教育に関する事務の管理及び執行状況に係る点検評価についての意見 

 

東北公益文科大学 教授 森 元  拓 

 

 昨年度、柴田委員が本欄において言及したように、そもそも教育分野における施策の

効果を単年度ごとに確認することは困難である。それは、第一に、教育の効果・成果が

計測困難な主観的なものであることが多いからである。仮に教育プログラムに参加する

ことによって成長を実感できたとしても、それを客観的に数値化することは困難である。

第二に、教育の効果・成果を短期で実感することもまた困難な場合が多い。場合によっ

ては 10 年 20 年後に効果を確認できる場合もある。郷土愛を育む教育などがこの例に該

当しよう。従って、「教育に関する事務の点検評価」は、そもそも困難な作業とならざ

るをえない。 

 このような状況の中、本点検評価を少しでも実のあるものとすべく、小中学校の視察

をセットし、さらに長時間にわたるヒアリングにお付き合いいただいた事務局には感謝

したい。また、視察を受け入れた小中学校の皆様、ヒアリングの際に私の無遠慮な質問

に対し丁寧に回答いただいた関係課の皆様にも深く感謝する。 

 以下、ヒアリングをとおして気がついたことを二点述べたい。 

 まず第一に、各施策には必ず目的や理念が存在している。施策を実行する際には、そ

の目的なり理念なりを忘れずに実施すべきである。逆に言えば、目的や理念を見出すこ

とのできない施策、時代や状況が変化して目標や理念が意義を有さなくなった施策、既

にその目的や理念を達成してしまった施策などは、その役割を既に終えていると考える

べきである。そのような施策は、見直しや中止を積極的に検討すべきである。また、国

や県の施策の一貫として施策を実行する場合も、本市の実情にあわせて（可能な範囲で）

柔軟に変更すべきであろう。 

 第二に、仕方のないことかもしれないが、施策によっては担当部署が複数にまたがり、

いわゆる縦割り行政となっているものもある。たとえば、「小１プロブレム」の解消に

向けた施策（３．(3)）については、小学校側からの施策は学校教育課、幼稚園・保育

園側の施策は社会教育課の担当となっている。もちろん、このような分担となっている

のは、理由があってのことで一定の合理性があることは承知している。一方で、心配な

ことは、「縦割り」となることにより、その施策を俯瞰から見る視点を欠くことになら

ないだろうか、ということである。例示した施策以外にも言えることだが、それぞれの

担当課が、俯瞰的視点を失うことなく、横の連携を意識しつつ施策の効果的な実施に努

めていただくことを期待したい。 
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１ 東北公益文科大学等との連携 

○市民等が公益大を知り、その資源を活用できるよう、公益大に関する情報や、公益大が社会人の学び場

でもあることを積極的に発信します。また、市民と学生が交流し、活気あふれるまちにするため、公益

大を支援していきます。 

○人口減少を抑制するため、公益大卒業生の地元定着に向けて取り組みます。 

２ 東北公益文科大学の公立化 

○今後も安定的に学生を確保し、地域人材を育成する拠点として、公益大を存続させていくため、早期の

公立化に向けて取り組みます。 

３ 高等学校との連携 

○市内高等学校の魅力化を図るため、本市をフィールドとした特色ある教育活動を支援していきます。 

４ 「いのち」の大切さを学ぶ教育の推進 

○学級・学校づくりを通じて、自分の存在や生き方を大切にしながら、多様性や個性を受け入れ、他者の

生命や生き方を尊重する気持ちを育みます。 

○災害時等に子どもたちが主体的に命の安全を守ることができるよう、危険予測・危機回避能力を育成し

ます。 

５ 社会の変化に対応できる確かな学力の育成 

○学びに向かう力、人間性等を育成し、全ての子どもたちが社会の一員として自立し Society5.0
※１

の時

代を豊かに生きていくための基礎となる学力を育成します。 

○自らの夢に向かって意欲的に学んでいくため、基盤となる問題発見・解決能力等の育成を推進します。 

※１ Society5.0： サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題

の解決を両立する人間中心の社会。 

６ 豊かな心と健やかな体の育成 

○多様性を認め合う心豊かな子どもたちの育成に努めます。 

○子どもたちの望ましい食習慣の形成に努めます。 

○日常的に運動する習慣を通した基礎的運動能力や体力の向上を図ります。 

○質の高い文化、芸術、スポーツに触れる機会をつくります。  

７ 共生社会の実現に向けた教育の推進 

○全ての子どもたちが個々の能力を最大限に伸ばす学校づくりを推進します。  

○支援を必要とする子どもの社会的な自立を目指し、切れ目なく支援を受けることができるよう関係機関

との連携を図ります。  

○支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを踏まえて対応します。  

８ スクール・コミュニティ※２  の拡充 

○子どもを縁とし、学校と地域が一体となって地域づくり・人づくりを進めます。 

○子どもたちの多様な学習機会創出のため、地元企業や公益大、高等学校等との連携を深めます。  

 ※２ スクール・コミュニティ： 学校やそこにおける子どもを”縁”として、地域の大人と教師の関わりや学校と地域社会の 

協働関係のあり方を、より良好なものにしていこうとする考え方や実践のこと。 

 

 

策定 令和５年３月 

 

 

 

 

 

９ 学校教育環境の整備推進 

○児童生徒数の推移により、適正規模等課題のある地域の小・中学校の将来のあり方について、地域とと

もに考えます。  

○より効果的な小中一貫教育の推進を図るため、同じ小学校から別々の中学校へ進学する現状の見直しに

着手します。  

○学校施設の長寿命化を図るとともに計画的かつ効率的な整備に努めます。  

○通学における安全確保に努めます。  

○教職員が安心して職務に専念できる職場環境の形成と心身の健康維持に向けた対策の充実に努めます。 

10 人生 100 年時代を見据えた学びの推進 

○生涯を通じて学ぶことができる機会の提供、環境づくりを進めます。 

○生涯学習施設「里仁館」、公益大等の教育機関、コミュニティ振興会との連携を図ります。 

○全ての市民が地域社会の一員として社会参加できるような生きがいづくり、地域とのつながりづくりへ

の支援を進めます。 

11 文化芸術活動の推進 

○広く市民の文化芸術活動の充実を図るため、他分野と連携し地域資源を生かした事業や市民参加型事業

を推進します。 

○学校における子どもたちの参加型・体験型事業の充実に努めます。 

12 郷土愛にあふれた人材の育成 

○子どもたちがふるさと酒田に誇りと愛着を持つ教育の充実と多くの市民が地域の歴史文化に関心を持ち

積極的に関わる機会の創出に努めます。 

○本市の貴重な財産である文化財や歴史的資料の確実な継承と活用を図ります。 

○地域における伝統文化の継承のための支援体制を整備します。 

○郷土史料の保管と初心者から研究者までの幅広いニーズに応える学習・研究・観光の拠点として、文化

資料館（仮称）の整備を進めます。 

13 知（地）の拠点としての図書館機能の拡充 

○市民の知的好奇心や生活・ビジネス・学習等における多様なニーズに応えられる図書館として機能の充

実を図ります。 

○駅前の中心施設として、人が集い、交流し、賑わいを創出していくため、指定管理者との連携強化に努

めます。 

14 「する」「みる」「ささえる」スポーツの推進 

○誰もが気軽にスポーツを楽しめる機会の提供と生涯スポーツの推進を図ります。 

○全国レベルで活躍する選手を育成し、市民のスポーツへの興味と関心を高めます。 

○魅力あるスポーツイベントによる交流人口の拡大と賑わいとまちづくりを推進します。 

○人口減少に伴う適正な体育施設の配置とユニバーサルデザイン
※３

に配慮した安全で快適なスポーツ環

境を提供するため、施設の適正な管理と計画的な整備・改修を進めます。 

※３ ユニバーサルデザイン： 都市づくりや建築物、機種など障がいの有無および高齢者などの区別なく誰もが使えるように

配慮されたデザイン。 

酒田市教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下、「施策の大綱」という。） 

（対象期間：令和 5 年度から令和 9 年度まで） 

酒田市は、公益学の発祥の地として、公益の心を持ち明日をひらく子どもたちを育むとともに、学びあい、地域とつながる人を育むことにより、未来を担う人材を

育成し、市民一人ひとりの幸せと社会全体の幸せの実現に向けて施策の大綱を定めます。 

施策の大綱は、令和 4 年 12 月に策定された「酒田市総合計画後期計画」の教育、学術及び文化の振興に関する部分をもって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 に規定する「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」とすること

としました。上記の施策の大綱は、酒田市総合計画後期計画の基本構想のうち第１章「未来を担う人材が豊富な酒田」の基本計画順に記載しています。 



　酒田市教育振興基本計画体系図（令和2年度～令和11年度）

基本方針 主要施策

(1)自尊感情・自己有用感を育む教育の推進

(2)防災教育・安全教育の推進

(1)生徒指導の充実 (4)いじめ防止に向けた取組みの推進

(2)小中一貫教育の推進（後掲） (5)学校の相談支援体制の充実

(3)道徳教育と人権教育の充実

(1)学校における体験学習と交流体験の推進 (3)幼児教育との連携

(2)読書活動の推進

(1)健康教育の推進 (3)食育の推進

(2)基礎的運動能力の向上 (4)安全・安心な学校給食の提供

(1)情報活用能力の育成とICT環境の整備 (4)理科教育・「ものづくり」の推進

(2)外国語教育の充実 (5)主権者教育・消費者教育の推進

(3)環境教育の推進

(1)共生社会の形成を目指した理解・啓発の推進 (3)特別支援教育支援体制の充実

(2)切れ目のない支援に向けた関係機関との連携

(1)学校施設の整備推進 (4)学びのセーフティネットの充実

(2)学校規模の適正化の推進 (5)私立学校等の振興

(3)通学の安全確保 (6)学校における働き方改革の推進

(1)ふるさと教育の推進 (3)地域における伝統文化の保存と活用

(2)文化財等の保存、継承と活用

(1)家庭教育の支援 (3)地域産業界、高等教育機関等との連携

(2)地域教育力の向上 (4)青少年指導活動の推進

(1)誰もが楽しめる生涯スポーツの推進 (3)スポーツによる賑わいとまちづくりの推進

(2)感動と活力に満ちた競技スポーツの推進 (4)安全安心なスポーツ活動のための環境整備

(1)図書館サービスの拡充 (3)光丘文庫の機能拡充

(2)酒田市コミュニケーションポート(仮称)の利用促進 (4)子ども読書活動の推進

Ⅺ 市民の心を豊かにする「知」
の拠点　図書館機能を拡充する

16 図書館の持つ様々な機能の拡
充

(2)教職員研修等の充実

(1)コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の推進

15 「する」「みる」「ささえ
る」スポーツの推進

(1)生涯学習の推進

(1)文化芸術活動の推進

Ⅹ スポーツによる健康な市民生
活と魅力あるまちづくりを推進す
る

2 思いやりの心と規範意識の育
成

Ⅰ「いのち」の大切さを学ぶ教育
を推進する

(2)小中一貫教育の推進

施　　　策

(1)学力向上対策の充実

1「いのちの教育」の推進

5 確かな学力の育成

教育目標

目指す人間像

自ら学び、考え、次代の変化
に対応できるたくましい人

自分と他の人を大切にし、
多様性を認め支え合う人

ふるさとの自然・歴史・文化
を愛し、公益の心でこれから
の社会を担う人

 学び合い　ともに生きる
 公益のまち酒田の人づくり

Ⅲ 社会の変化に対応できる確か
な学力を育成する

3 豊かな心の育成

4 健やかな体の育成

7 勤労観・職業観の育成

Ⅱ 豊かな心と健やかな体を育成
する

6 変化に対応し、社会で自立で
きる力の育成

(1)キャリア教育の充実

8 特別支援教育の充実

Ⅸ 文化芸術による自由で多様性
を認める心豊かな市民生活を実現
する

12 学校・家庭・地域の連携・協
働の推進

9 教育環境の整備推進

10 信頼される学校、地域ととも
にある学校づくりの推進

11 郷土愛を育み、地域と協働す
る教育の推進

Ⅴ 安全・安心で快適な境域環境
づくりを推進する

13 人生をマルチステージと捉え
た生涯学習の推進

14 豊かな人間性を育む文化芸術
活動の推進

Ⅳ 特別なニーズに対応した教育
を推進する

Ⅵ ふるさとを愛し、地域の担い
手となる心を育成する

Ⅶ 活力あるコミュニティ形成に
向け、地域の教育力を高める

Ⅷ 人生100年時代を見据えた学び
を推進する
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1 施策の概要
１．「いのちの教育」の推進

　施策（１） 自尊感情・自己有用感を育む教育の推進　

　施策（２） 防災教育・安全教育の推進

2 PLAN（前年度施策評価表より次年度の計画）及びDO（実施内容）

施
策
（

2
）

施策評価表
評価対象年度 令和 5 年度

主要施策

方向性・
取組み

　自他のよさを見つめ、多様性や個性の違いを受け入れようとする態度を養い、かけがえのない「い
のち」を大切にする気持ちを育みます。
　話し合い活動の充実を図り、学校生活における様々な活動に主体的に取り組もうとする態度を養い
ます。

方向性・
取組み

　児童生徒が主体的に安全を守る行動をするための危険予測・危機回避能力等を育成します。
　防災教育研修会、防災教育アドバイザーからの助言などを通して、各校のマニュアルと災害等に応
じた避難訓練の在り方を検証し、防災教育を含めた安全教育に携わる教職員の資質の向上を図りま
す。

・児童・生徒の防災にかかわる学習について、防災ア
ドバイザー単独の指導から教職員と防災アドバイザー
が協力しての指導へと転換していく。また、生活科や
社会、理科における防災に関わる学習を活かし、児童
生徒が主体的に危険を予測し危機を回避する能力を育
てる。

PLAN（令和５年度計画） DO（令和５年度実施内容）
・学び合いを通して、自他のよさを見つめ、多様性や
個性の違いを受け入れようとする態度を養い、お互い
を大切に思える気持ちを育む。

施
策
（

１
）

・赤ちゃん登校日は、乳幼児との触れ合いによる感動
が学習効果を高める事業であり、触れ合いを避けた代
替策を講じることができない。しかし、内外共に評価
の高い事業であるため、コロナ禍終息後の再開を目指
していく。

・WEBQU※について各校の研修会により教員の分析す
る力を高め、子ども達が安心して生活できる学級経営
を推進する。

・話し合い活動の充実を図り、学校生活における様々
な活動に主体的に取組もうとする態度を養う。

・消防署と連携し、小学校で児童向けの救命講習を行
い、命の大切さや救命法の重要性について知らせ、安
全・安心に生活する意識の高揚を図る。（令和４年度
は３校希望し、２校実施。）

・要請訪問において、授業づくりから関わり、目的
を明確にした学び合いや課題設定の工夫等によりか
かわり合いが効果的に行われるように指導助言し
た。授業研究会では、子どもの思考に寄り添った教
師の働きかけや、個々の考えの違いを生かす教師の
ファシリテーションについて指導助言した。
演劇ワークショップを亀ケ崎小学校６年生と市内教
職員を対象に実施し、演劇の創作活動を通した他者
理解や、教師のファシリテーションについて研修を
行った。

・学級活動や学校行事等の機会を捉えて異学年のた
てわり班活動や話し合い活動の取り組みを各校へお
願いした。生活・総合・特別活動の授業研究会で
は、単元づくりから関わり、必要感をもって学習や
活動に向かうことができる課題設定や単元展開の工
夫について指導助言した。

・WEBQUの積極的な活用を目指し、基礎研修や各
校で事例研修会を行った。

・新型コロナウイルス感染症が令和５年５月に５類
に移行したものの、乳幼児は手洗いやうがい、マス
クなどの対策が十分に行えず、各種感染症の流行状
況から安全が確保できないことから事業再開には至
らなかった。
・防災アドバイザーの派遣を行い、教職員と防災ア
ドバイザーが協力した指導へと転換を図った（防災
アドバイザーの派遣6校）。また、生活科や社会、
理科における防災に関わる学習を活かし、児童生徒
が率先避難者として、行動ができるよう研修を行っ
た。

・希望のあった小学校を対象に、ジュニア救命救急
講習会を行い、命の大切さや救命法の重要性につい
て知らせ、安全・安心に生活する意識の高揚を図っ
た。（令和５年度は４校実施。）

・電子版「酒田防災ハンドブック」の修正・改善を
行った。また、防災教育に活用していく目的で検討
会議を年２回行い、児童・生徒の防災意識のさらな
る向上を図った。

・電子版「酒田防災ハンドブック」を、児童生徒のタ
ブレットで活用し、防災教育にいかしていくととも
に、検討会議を年２回行い、更新していくことで児童
生徒の防災意識のさらなる向上を図る。
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3 CHECK（現状評価）

施策(１)

施策(２)

4 前期計画の評価（令和２～５年度）
施策(１)

施策(２)

5 ACTION（現状評価を受けて改善する内容または方向性等／令和６年度計画）
施策(１)

施策(２)

施
策
（

2
）

・WEBQUを実施したことで、結果を学級経営に素早く活用することが可能になった。結果を活用した子ども
の見取り方や支援の在り方に関する研修を積極的に実施し、課題の早期発見・早期対応に生かすことができ
た。

・1月に発生した地震では、児童生徒が率先して避難行為をしたことで大人も避難をしたとの声が多数あった。
防災アドバイザー派遣校において実施した、避難所設営や、防災ベッドや非常食等の学習など、実際の災害時
を意識した防災教育や、これまでの各校での防災教育の成果と考える。

・電子版「酒田防災ハンドブック」を避難訓練の事前事後指導や理科や社会、総合的な学習の時間等の各教科
の中で使用しているが、使用していない学校もある。有効かつ家庭でも活用しながら話題にするような道具に
するための工夫が必要である。

・自他のよさを見つめ、多様性や個性の違いを受け入れようとする態度を養い、お互いを大切に思える気持ち
を育むための話し合い活動や学び合いの意義や教師の働きかけ、学級の関係づくりについて、学校訪問で助言
したり研修会等で学ぶ場を設定する。

・WEBQUについて各校の研修会により教員の分析する力を高め、子ども達が安心して生活できる学級経営を
推進する。

・防災アドバイザーを派遣し、防災マニュアルや電子版「酒田防災ハンドブック」を活用した防災学習を展開
することで、教職員の資質向上を図るとともに、児童・生徒が災害時等において適切な避難行動を取ることが
できるよう、率先避難者としての力を育てていく。

・自らの「いのち」を大切に思える気持ちと自らの生命を守るために主体的に判断し行動できる能力の向上を
ねらって、各学校で児童生徒同士の話し合い活動を充実させながら、子どもたちの主体性を大切にした活動が
行われている。しかし、子どもたちの自尊感情は、全国学力・学習状況調査の結果から全国や県と比べてやや
低い傾向がある。

・多岐にわたる自然災害の影響から、危機回避学習を進めるだけではなく、児童・生徒を率先避難者として育
てていく重要性が増している。形骸化した危機回避学習ではなく、防災マニュアルを意識したものへと改善を
進めていく必要があり、防災アドバイザーを派遣することで、教職員の資質の向上を図ることができた。ま
た、「酒田市学校防災マニュアル作成ハンドブック」を活用し、すべての学校で学校防災マニュアルの整備を
進めた。電子版「酒田防災ハンドブック」の使用率が１００％とはなっておらず、継続した周知を行っていく
必要性がある。

・消防本部と連携し、小学校で児童向けの救命講習を行い、命の大切さや救命法の重要性について知らせ、安
全・安心に生活する意識の高揚を図る。

・電子版「酒田防災ハンドブック」を児童・生徒が気軽に活用できるよう、防災ハンドブック検討会議や防災
教育研修会議等で内容の更なる改善に努めていく。また、防災教育研修会議等を活用し、電子版「酒田防災ハ
ンドブック」の活用方法等を伝えながら、各小・中学校への周知を行う。

ＫＰＩ

9.6％（延べ人数）

・防災マニュアルの見直しを行うことはもちろん、各
校で行われている避難訓練の中に防災教育の視点を取
り入れていく。

・児童・生徒が主体的に避難を行い、率先避難者と
して行動ができるように、予告なしの避難訓練等、
実態に則した在り方を模索できるよう、防災研修会
の際に防災アドバイザーが講演を行った。

・全国学力・学習状況調査の結果では、「学級会で話し合い、解決方法を決めている」「自分と違う意見につ
いて考えるのは楽しい」への肯定的な回答が全国平均より多く、学級会で話し合う機会が積極的に取り入れら
れていると思われる。また、多様性や個性の違いを受けいれる児童生徒が増えていることもうかがえる。

9.9%
学校管理下における事故災害で負
傷する児童生徒の割合

8.0％未満

自分にはよいところがあると思う
児童生徒の割合

小６：　80％ 小６：　77.9％ 小６：　81.2　％

指標値（Ｒ６） 現状値（Ｒ１） 現状値（Ｒ５）

中３：　75％ 中３：　70.7％ 中３：　76.2　％
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○関連事業

6 外部評価者の意見

※　WEBQU
　子ども一人ひとりの理解と対処方法、学級集団の状態の把握と今後の集団づくりの方針を得ることを目的として作られた心理
テストのこと。従来の紙媒体に比べ、結果が瞬時にわかり、学級経営や人間関係づくりに生かしやすい等の利点がある。
　QUは「Questionnaire-Utilities 」の略

（学校教育課） 小76.00　　中67.00 2,698

3 (2)
子どもの命を守る安全対策事業

％

事業費(千円)

事務事業名
単位

実績値 R４年度（決算）

R４年度 R５年度（決算）

1 (1) ％
教育相談事業

（学校教育課）

№
施
策
№

（担当課）

指標

・ハザードマップをもとに、各学校の周辺で予想される災害や被害を知り、実際の避難等に役立てることがで
きるよう、「重ねるハザードマップ」を活用し、研修を行った。各校の避難訓練等でも活用できるよう、安全
担当や防災担当を対象とした研修（防災研修会）や防災アドバイザー派遣校での職員研修で周知を図ってい
く。

指標名

R５年度目標値等 R５年度 R６年度（予算）

2,121防災ハンドブックを家族と共有し家族
と避難場所を決める取組みを行った

学校の割合

小81.00　　中77.10

18,778

小78.7　中74.4 18,282

小81.2　中76.2 19,591

- 2,149

自分にはよいところがあると
思っている子どもの割合

増加させる

柴田氏
施策(1)について、話し合いや他者の意見に対して肯定的な回答が全国平均より多いというのは、話し合い活動の取
り組みの成果で、多様性や個性の違いを受け入れることに繋がっていくと思われ評価できる。またWEBQUの取り
組みは継続し、生徒把握や学級運営に活かしてほしいが、結果に対してどのように取り組むかが大事になるので、
その研修を引き続き継続してほしい。
施策(2)について、防災ハンドブックを使っての学習は有効だと思うが、いざという時どういう行動をとるかは実際
の訓練を通して身に付けさせることが大事だと思う。また、ジュニア救命救急講習会については、実施するのであ
れば希望のあった小学校を対象にというよりは、小学校在学中に一度は経験するように計画を立てて行く必要があ
るのではないかと思う。

森元氏
・KPIの学校事故災害の割合が高止まりしている現状である。しかし、政策評価としてこの指標を基準とするのは
適切だろうか。児童生徒が学校生活していく中では、些細な小規模の怪我はむしろ一定程度で発生しうるものであ
り、学校災害の発生割合の低下を企図すると、児童生徒の活動を萎縮することにならないか。重大事故の件数で測
るなど、指標の再検討をしてもよいのではないか。
・災害対策という点では、教職員に対する災害対策研修の充実が重要ではないか。現状でも防災アドバイザーから
の研究を行っているとのことであるが、災害ごとに異なる避難ルートの確認など、より実践的実際的な防災対策の
研修が必要であると考える。
・「赤ちゃん登校日」については、令和5年度も実施を見送ったが、乳幼児が参加する施策の性質上、やむを得な
いものと考える。今後も、乳幼児や児童の安全を最優先し、施策の再開については慎重に判断していただきたい。
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1 施策の概要
２．思いやりの心と規範意識の育成

　施策（１） 生徒指導の充実

　施策（２） 小中一貫教育の推進（後掲：主要施策５）
　施策（３） 道徳教育と人権教育の充実

　施策（４） いじめ防止に向けた取組みの推進

　施策（５） 学校の相談支援体制の充実

2 PLAN（前年度施策評価表より次年度の計画等）及びDO（実施内容）

・教科や特別活動等での話し合い活動が、他者理解
にもつながることについて、学校訪問した際の指
導・助言の中で話し、市教委と学校で共有を図っ
た。

・WEBQUについて分析データの活用に関する研修を
実施する。WEBQUの分析を通して現状を把握すると
ともに、データを活用し学級経営等に反映させ、児童
生徒の自発的・自治的な活動を推進する。

・各校の「いじめ防止基本方針」に基づき、学校・地
域・保護者・関係機関と連携し、いじめの未然防止、
早期発見に適切かつ迅速な対応ができるよう努める。

・WEBQUの分析方法に関する研修会を実施した。
また、各学校の実態に応じた事例研修会を学校ごと
に実施した。

施
策
（

１
） ・話し合い活動を通して、児童生徒の発達段階に応じ

て、自分たちの課題を自分たちで解決していく力を育
てる。

・生徒指導提要の改訂に伴い、庄内指導主事会で検
討して作成した「庄内の生徒指導」を、令和６年度
に配付予定。各会議等で生徒指導上の４つの視点
（自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自
己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成）を活
かした指導と自尊感情の醸成について周知を図っ
た。

・学校教育全体を通した道徳教育を計画するととも
に、教材を自分との関わりで捉え、自己の生き方や
考えを深めるための学習のために、授業者と共に教
材研究を行った。

・特別活動東北・県大会にあたり、授業づくりにつ
いて指導助言を行い、学級活動や児童会・生徒会活
動を中心とした話し合い活動の推進を図った。

施
策
（

３
）

・各校で効果的な教育課程を編成し、より「自分ご
と」となる授業の実践を積み上げ、指導力の向上を図
る。各教科の授業や特別活動等を通して、人権意識の
高揚や多様性の理解を深める。

主要施策

方向性・
取組み

　教職員の児童生徒理解を深めるとともに、いじめ・不登校の早期発見・早期対応を組織的に行える
よう、研修内容を工夫します。
　スクールソーシャルワーカー等の専門職の配置、教育相談室の活用や適応指導教室の整備を通し
て、多様な事例にも対応できるよう相談支援体制を充実させます。

方向性・
取組み

　子どもたちの主体性を大切にし、授業や学校生活の各場面で生徒指導の３機能（自己決定・自己存
在感・共感的人間関係）を活かした指導を通して、児童生徒の自己指導力を高めます。
　児童生徒の発達段階に応じ、自分たちの課題を自分たちで解決していく力を育てます。
　小中一貫教育の視点から、９年間の学びの積み上げを図ります。

方向性・
取組み

方向性・
取組み

　学校の教育活動全体を通して、思いやりの心と規範意識の醸成を図るとともに、いじめのない学校
づくりに向けて、学級経営等についての教職員研修の充実と児童生徒の自発的・自治的な活動を推進
します。

　効果的な教育課程を編成し、道徳の授業実践を積み上げ、指導力の向上を図るとともに、指導資料
を活用し、各教科や学級活動等を通して人権にかかる多様性への理解を深める活動を推進します。
　学校や地域の中で、自分が社会のためにできることを考え、実践することを通して「公益の心」を
育みます。

施策評価表
評価対象年度 令和 5 年度

・学校生活の各場面で、生徒指導の３機能（自己決
定・自己存在感・共感的人間関係）を活かした指導に
ついて共通理解を図り、児童生徒の自己指導能力、自
尊感情の醸成につなげる。

PLAN（令和５年度計画） DO（令和５年度実施内容）

・学級経営や教科の学習等を通して多様性を理解し、
互いを認め合う態度を育成する。

施
策
（

４
）

・いじめ対応のベースとなるフロー図資料を周知
し、各校での活用を推進した。各会議等でいじめ問
題への取り組みを共有、協議する場面を設定した。
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3 CHECK（現状評価）

施策(１)

施策(３)

施策(４)

施策(５)

4 前期計画の評価（令和２～５年度）
施策(１)

施策(３)

施策(４)

小６：　93.5 ％

中３：　94.5 ％

WEBQUアンケートにおける「侵害行
為認知群」と「不満足群」の割合

小中ともに
15％未満

小　：　19.3 ％ 小　：　 25.9％

中　：　21.5 ％

小中ともに
100％に近づける

施
策
（

５
）

現状値（Ｈ30） 現状値（Ｒ５）

・いじめや不登校の未然防止と早期発見、初期対応を
教職員の共通理解のもと進め、適切な対応と支援がで
きるように努める。

現状値（Ｒ５）

中　：　 22.1％

指標値（Ｒ６）

・全国学力・学習状況調査では、学級生活をよりよくするために学級会で話し合って解決方法を決めていると
答える児童生徒が全国より10％ほど高い。話し合い活動を通して自分たちの課題を解決する取組みがなされて
いる。生徒指導上の４つの視点を生かした授業づくりについては、更なる周知、確認が必要である。

・各校で自分事となる教材で、物事を多面的に考える授業が進められた。更なる実践が必要である。

学校のきまり（規則）を守って
いる児童生徒の割合

・未然防止、早期発見の手立てのベースとなる教育
相談を中心に研修を行った。また、児童生徒が
GIGA端末からアクセスできる「なやみ相談SOS」
を運用して、児童生徒が自ら相談できる窓口を充実
させた。

ＫＰＩ

・相談体制の整備、児童生徒へのSOS発信に関する講話、教師のＳＯＳの受け方研修など、子どもが相談しや
すい環境づくりを行っていることが、いじめの抑止力につながっている。

・「酒田市いじめ防止基本方針」（平成30年3月改定）に基づき、学校・地域・保護者・関係機関と連携し、
いじめの未然防止、早期発見、適切な対応ができるように努めている。いじめの認知件数は増加傾向にあり、
要因としてSNSによるトラブルが考えられる。これまで以上に、児童生徒自身が人間関係を築く力を育ててい
く必要がある。

・「適応指導教室（ふれあい教室）」の名称を見直し、次年度より「教育支援センター（ふれあい教室）」に
変更した。

指標値（Ｒ６） 現状値（Ｒ１）

・生徒指導提要の改訂もあり、研修会や各種会議、学校訪問の際に、生徒指導上の４つの視点について再確認
され、学校行事、異学年集団での活動や児童会・生徒会活動等を通して、子どもたちの社会的資質や行動力を
高めるとともに、一人ひとりの人格形成を図った。しかし、WEBQUアンケート結果の分析では、非承認群
（認められていないと感じるグループ）の割合がやや多く、子どもたちの自尊感情や自己有用感を育てていく
必要がある。

いじめの認知件数に占める、い
じめが解消しているものの割合

小中ともに
100％に近づける

小　：　80.1 ％ 小　：　 83.3 ％

中　：　84.7 ％ 中　：　 89.5 ％

WEBQUアンケートにおける
「学級満足群」の割合

小中ともに
80％以上

小　：　61.7 ％ 小　：　58.4％

中　：　61.8 ％ 中　：    57.2％

・学校の教育活動全体を通じて、自分を大切にするとともに、他者とともによりよく生きるための基盤となる
道徳性及び人権尊重の意識と実践力を養うような学習活動を展開しており、全国学力・学習状況調査結果の分
析では、小中学生ともに、「地域や社会のために貢献しよう」という公益の心が全国に比べて育っている。子
どもたち一人ひとりが自分事としてとらえ、他者や自己との対話を通して自己の生き方についての考えを深め
る授業を構成することが一層求められる。

・いじめの早期発見、適切な対応について各学校内で共通理解を図り、丁寧に対応していることが、いじめの
解消率の向上につながったと考える。

・授業研究会等で道徳を扱う機会が減少している。

・スクールカウンセラーや教育相談員の配置、教育相談室や適応指導教室、家庭訪問相談員等の活用を通し
て、児童生徒の個々の状況に合わせて支援を行った。特に、児童生徒自身が気軽に相談できる「なやみ相談Ｓ
ＯＳ」の件数が1122件と効果的な相談機能となっている。

・問題が複雑化しており、福祉など他機関との連携により支援方法を考える事例も増えている。
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施策(５)

5 ACTION（現状評価を受けて改善する内容または方向性／令和６年度計画）
施策(１)

施策(３)

施策(４)

施策(５)

○関連事業

6 外部評価者の意見
柴田氏
全国学力・学習状況調査の結果では学級会で話し合って解決方法を決めていると答える児童生徒が全国より１０％
程高いと現状評価にはあり、話し合い活動で自分たちの課題解決をする取り組みが行われていることは評価でき
る。ただWEBQUアンケートからは学級満足群の割合が減少し、不満足群の割合が高くなっているのはなぜか。話
し合い活動の内容がどうなっているのか、見直してみる必要がある。いじめの認知件数に対する解消の割合が増加
しているのは評価できる。いじめのとらえ方として、いじめを人間関係の軋轢ととらえるならば、成長の過程で必
ず起きることと考えた方がいい。いじめが起きないように指導していくというよりは、問題が小さいうちに見つけ
出し、何が問題なのか、どうしたらいいのか、その解決方法を考えさせる指導が大事だと思う。

・学校に、民間のフリースクールの情報提供ができるように情報を収集する。

1

572

(1)
指導運営事業

教科

№
施
策
№

指標

2 (2)

・各校の「いじめ防止基本方針」に基づき、学校・地域・保護者・関係機関と連携し、いじめの未然防止、早
期発見に適切かつ迅速な対応ができるよう努める。

・学校の教育活動全体で取り組む道徳教育や人権教育を推進する。

・WEBQUの分析による現状把握、学級経営等への活用の研修を行い、児童生徒の自発的・自治的な活動を推
進する。

・要請訪問等の機会に、「庄内の生徒指導」を活用して指導し、授業での生徒指導のあり方について周知を図
る。

小81.2　中76.2 19,591

3 (5)
教育相談事業（再掲）

％

18,778

小78.7　中74.4 18,282

自分にはよいところがあると
思っている子どもの割合

増加させる（学校教育課）

単位

実績値 R4年度（決算）
指標名

（学校教育課） 19 4,149

標準学力検査における
全国標準得点

全教科（２8）で上回る

全教科（２8）で上回る

22 1,303

5,486

・各相談機関の一層の周知に努める。

標準学力検査における
全国標準得点

5,617

22 7,322

（学校教育課）

・児童生徒及びその家庭の個々の状況が多様化していることから、スクールソーシャルワーカーの学校訪問等
を通して、それぞれに適した支援を学校と一緒に考えて実践していく。

小中一貫教育推進事業
教科

19

・特別活動の実践を周知、推進し、発達段階に応じて、自分たちの課題を自分たちで解決していく力を育て
る。

・研究会等で道徳を扱う機会に積極的に関わり、道徳の指導力向上を図る。

・いじめ・不登校の早期発見、早期対応のため、各中学校にスクールカウンセラーや教育相談員を配置し必要
に応じて小学校にも派遣したり、教育相談機関を紹介する相談カードを作成し、各小中学校を通じて各家庭に
周知を図っている。また、児童生徒が活用している一人一台端末にあるアプリを通して、市の教育相談室の相
談員に直接相談ができるようにしている。不登校児童生徒が増加傾向にあることから、不登校の未然防止につ
いて、継続的な教員研修が必要である。

・生徒指導上の４つの視点について、「令和６年度 学校教育の重点」に盛り込んで、各校での児童生徒の自己
指導能力、自尊感情の醸成を意識した指導につなげる。

R５年度目標値等

R4年度 R5年度（決算）

（担当課） R5年度 R6年度（予算）

事業費(千円)

事務事業名
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森元氏
・いわゆる「ブラック校則」の問題が表面化している。実際、不適切な校則は広く存在するものと思われる。この
状況をふまえると、KPIの指標として「学校のきまりを守っている児童生徒の割合」という指標自体が不適切では
ないか。不適切な校則まで遵守する必要はなく、それよりも、不適切な校則をおかしいといえる児童生徒を育成す
べきではないか。
・「いじめ認知の件数」ではなく、「いじめの認知件数のうち、解消しているものの割合」をKPIの指標としてい
るのは、適切であると考える。いじめの発生を抑止するのは現実的ではなく、むしろ、いじめが発生したときに、
いかにそれを軽微な段階で発見し、対策を講ずるかが重要である。
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1 施策の概要
３．豊かな心の育成

　施策（１） 学校における体験学習と交流体験の推進

　施策（２） 読書活動の推進

　施策（３） 幼児教育との連携

2 PLAN（前年度施策評価表より次年度の計画）及びDO（実施内容）

施策評価表
評価対象年度 令和 5 年度

主要施策

施
策
（

３
）

方向性・
取組み

　各学校において、地域の資源や人材を活用した体験活動、交流学習を推進します。
　自然体験学習を通して、生まれ育った酒田の自然を体験し、酒田の自然の素晴らしさを誇りに感じ
る子どもたちを育成します。
　小学５・６年生を対象とした「少年の翼交流事業」、中学2年生を対象とした中学生海外派遣事業
「はばたき」を通して国内外の異なる地域性・文化を体験し、そこに住む子どもたちと交流すること
は、相手に対する思いやりの心や感謝の気持ちを育み、体験・交流の中で自分たちの地域の良さを再
認識できる機会になっています。
　交流学習を継続することで、心豊かなたくましい酒田の子どもたちを育成します。

方向性・
取組み

　積極的な読み聞かせを継続するとともに、様々なジャンルの図書紹介や自ら本を手に取りたくなる
ような利用しやすい学校図書室の運営の工夫をしていきます。また、市立図書館との連携を通して、
意図的・計画的な読書指導を引き続き推進し、読書の習慣化を図ります。
　各小・中学校に図書専門員を配置し、図書館運営や読書指導を充実させる研修会を継続して実施し
ます。

PLAN（令和５年度計画） DO（令和５年度実施内容）

方向性・
取組み

　関係機関と連携しながら、就学児の育ちと学びを小学校に丁寧につなぎます。

施
策
（

2
）

・「第３次酒田市子ども読書活動推進計画」の基本方
針に基づき、保護者や関係者への子ども読書活動につ
いての普及・啓発を図るとともに、関係機関との相互
連携強化を促進する。

施
策
（

１
）

・自然体験学習は、すべての小学校が実施した。な
お、家族旅行村における自然体験学習は10校が実
施した。
・事前学習としてジオガイドを学校に招いた学校も
あり、児童が地域の自然により興味・関心を持つよ
うに工夫をしている学校があった。

・「少年の翼」「はばたき」は、令和４年度から市
長部局に所管替えされた。

・幼保小指導者研修会がより良い研修の場となるよ
うに、参加しやすい日程を各小学校の予定から確認
し調整するとともに、講師についての検討を行っ
た。

・幼児すてっぷ出前講座（生涯学習推進講座開催事
業）は、コロナ禍でも実施可能な内容で引き続き実施
していく。

・コロナの行動制限がなくなり、１９園で開催し
た。積み木のワークショップ、楽しくチア体験、よ
ねさんの紙芝居、絵本読み聞かせを行い、８１９名
の参加があった。

・感染症対策の一環として宿泊体験活動を自粛してき
た学校が多かったが、令和5年度からは多くの学校が再
開する見込みである。学校に情報提供を行い、総合的
な学習の時間等と関わらせながら、地域の自然や環境
保全活動の興味・関心を高められるように促していく
必要がある。山形県海洋教育研究会や（一社）鳥海
山・飛島ジオパーク推進協議会と連携し、より良い内
容を提供していきたい。

・酒田市立中央図書館ミライニと連携し、子ども読
書活動の促進を目的とした「家読のチラシ」の配付
を行った。

・「小1プロブレム」の解消に向け、保育こども園課等
関係機関と連携し指導に活かしていく。

・保育こども園課が行う酒田市幼保小指導者研修会
に小学校の幼保小連携担当者の参加を促した。

・各小・中学校に学校図書専門員を配置し、図書館運
営や読書指導を充実させる研修会を継続して実施す
る。

・学校図書専門員の技能向上を目的とした研修会を
実施し、本の紹介ポップや栞作り、各校の情報交換
を行った。
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3 CHECK（現状評価）

施策(１)

施策(２)

施策(３)

4 前期計画の評価（令和２～５年度）
施策(１)

施策(２)

施策(３)

5 ACTION（現状評価を受けて改善する内容または方向性等／令和６年度計画）
施策(１)

・協力団体の高齢化と施設利用の安全性を高めるためにも、教員により主体的に関わってもらえる下見を行
う。特に、安全面に関して教員が注意を促したり、安全面を向上させるポイント等を指導したりできるように
する。

100%「はばたき」参加生徒満足度

100%

100% 96% 91%

指標値（Ｒ６） 現状値（Ｈ30）

指標値（Ｒ６） 現状値（Ｒ１） 現状値（Ｒ５）

ＫＰＩ

中：0.9冊

中：60.5％

中：0.4冊

現状値（Ｒ５）

学校図書室貸出冊数（1人当た
りの月平均）

小：12冊

・「自然体験学習」事業については、学校から高い満足度を得られており、市内の学校の約半数となる10校が
参加している。

・事前・事後学習に関わることができる企業やNPO、公益大などの団体について情報を収集し、紹介できるよ
うにしていく。

・友達と一緒に積み木をつくりあげる喜びや踊る楽しみを体験することで、団体行動を楽しく学ぶことができ
ている。また、読み聞かせや紙芝居を落ち着いて聞くことで集中力を養う練習ができている。

・市内認定保育所や認定こども園と連携しながら事業を実施したことで、幼児体験の「遊び」を通して子ども
たちの想像力や集中力を高めることができた。また、保護者や保育士にとっても新たな発見や刺激となり相乗
効果が得られた。

読書が好きな児童生徒の割合 小：90％ 小：81.3％ 小：80.0％

中：80％ 中：72.6％

・「小１プロブレム」の解消に向け、関係機関と連携しながら、就学時の育ちと学びを指導した。

・本市の児童生徒は、生活科、総合的な学習の時間などを通して、地域におけるボランティア活動や交流活
動、自然体験、職場体験などの活動に取り組んでおり、地域の人々や自然と関わることで、思いやりの心や自
然の営みへの感謝の心、自分の育った地域や風習、伝統文化への理解を深めていている。全国学力・学習状況
調査では、地域社会への参加・貢献は、小中ともに肯定的な回答の割合が全国に比べて高く、郷土愛の醸成が
図られていることがうかがえる。小中学校の体験活動拠点の施設の老朽化や関係団体の高齢化が進み、児童生
徒の安全面に課題がある。
・「少年の翼」「はばたき」は、令和４年度から市長部局に所管替えされた。

・各学校において子どもの発達段階に応じた読書指導が進められているが、一人一台端末の利用が始まり、児
童生徒の本に親しむ時間そのものが減っている現状があることから、家庭・地域と連携するなど、多様な読書
活動を展開し、読書習慣の形成を図る取組みが必要である。

100%

・保育所や認定こども園では、乳児期から小学校に入学するまで、子どもの発達に合わせた専門性の高い教
育・保育を実践し、子どもの健やかな育ちを支えている。入学したばかりの小学1年生が学校生活になじめな
い、いわゆる「小１プロブレム」の解消に向けて、保育所や認定こども園、小学校、関係機関との連携が引き
続き必要である。

「自然体験学習」参加児童満足度

「少年の翼」参加児童満足度

小：10.5冊

中：２冊

小：8.6冊

・家族旅行村においては協力団体のサポートが手厚く、非常に高い満足度を得られている。わずかに施設の老
朽化に対する不満がある。

・市立図書館との連携や図書専門員の研修などの取組みを行い児童・生徒の読書意欲の向上に努めたが、KPIに
よる数値の上昇は見られなかった。一人一台端末が浸透し、調べ学習等で学校図書館に足を運ぶ機会が少なく
なったことや朝読書の時間がない学校も増えたことが一因ではないかと考えられる。

100%
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施策(２)

施策(３)

○関連事業

6 外部評価者の意見
柴田氏
施策(1)の自然体験学習が何らかの形ですべての学校で実施されていることと、参加者の満足度が高いことは評価で
きる。地域社会への参加・貢献を促す交流活動は形態を考えつつこれからも継続実施が期待される。
施策(2)の読書活動については学校図書室の貸出冊数、読書が好きな児童生徒の割合が減少していることから、何ら
かの対策が必要と考える。読む力を育てることはすべての教科の学力に結び付き、さらに文字を通して想像力も鍛
えられ、心の成長にもつながる。
施策(3)の取り組みについて、幼・小の情報交換や交流は継続し、また広げていく必要があると考える。

2,243

事業費(千円)

7,700

・各学校における「小1プロブレム」の実態把握と共有を行い、幼保小や保育こども園課等関係機関と連携して
指導に生かしていく。

参加者の事業に対する満足度

1 (1)

・認定保育所や認定こども園と連携し、事業を実施することで幼児体験の「遊び」を通した人間形成の基礎を
培う。事業内容については、メニュー選択方式として出前講座を実施する（メニュー：積み木のワークショッ
プ、楽しくチア体験教室、よねさんの紙芝居、絵本の世界を楽しもう）。

R４年度（決算）

2 (3)
生涯学習推進講座開催事業

％ 99

№
施
策
№

指標

事務事業名 指標名
単位

96.0

（社会教育課） 96

（学校教育課） 95

自然体験学習事業参加児童満足度
％

実績値

91.0

R４年度

（担当課）

森元氏
・小中学校の貸出件数、読書好きの割合は減少しているのに対し、市立図書館の貸出件数は増加している。この乖
離を分析し、教育委員会として対策を講じるべきではないか。
・自然体験学習等の体験活動は、児童生徒にとって学校外で体験できるのは非常に有益な機会だと考える。ヒアリ
ングでは高齢化等いろいろな問題があることを伺ったが、事業の維持を期待したい。
・「小１プロブレム」の解消に向けて、学校側からの施策（学校教育課）と幼稚園・保育園側からの施策（社会教
育課）の担当課が別で、施策としても担当課ごとに別々に実施されているように見える。担当課が分かれてしまう
のは仕方のないことなのかもしれないが、一つの施策としての統一的な視点を忘れずに施策を実施していただきた
い。
・「幼児すてっぷ出前講座」は、19園で819名の参加があり、また、施策の満足度も高く、評価できる施策では
ないか。

・学校図書専門員の技能向上を目的としたミライニ主催の研修会は、今年度も継続して実施する。一人職のた
め、情報交換の場も設定できるよう、ミライニと連携して準備を進めていく。また、学校図書専門員による読
み聞かせ活動や委員会活動への参加等により学校図書館の利用促進を行うとともに、本の紹介の仕方等を工夫
することで、学校図書館の環境整備を進めていく。

85

・読書感想文や読書感想画の学習で読書の感動を文章や絵画で表現することを通して、より深く読書し、豊か
な人間性や考える力を育む。

7,700

2,440

6,200

1,716

R５年度（決算）

R６年度（予算）

自然体験学習事業

R５年度目標値等 R５年度
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1 施策の概要
４．健やかな体の育成

　施策（１） 健康教育の推進

　施策（２） 基礎的運動能力の向上

　施策（３） 食育の推進

　施策（４） 安全・安心な学校給食の提供

2 PLAN（前年度施策評価表より次年度の計画）及びDO（実施内容）

施
策
（

１
）

・感染症予防について関係機関と連携を図りながら、
正しい理解と予防方法を身に付け、生活リズムの向上
により健康的な生活習慣づくりに児童生徒が主体的に
取り組むことを支援する。

・地元産いかを使用した「いかバーグ」について、
地元企業より相談を受け給食で提供しやすくするた
め、配合のアドバイスを行い学校給食で提供した。

・栄養教諭等の児童に対する栄養巡回指導を74回
行った。
・バレーボールチーム「アランマーレ山形」による
食育活動を11校で実施した。

・全国、県体力・運動能力調査や１学校１取り組み
の依頼をし、調査結果を分析することで、児童生徒
の実態を把握した。

・市内全小学校（２２校）が「陸上指導サポーター
派遣事業」を活用し、多くの児童が走ることを中心
とした様々な動き方を身につけるとともに、運動の
楽しさに触れることができた。

・学校医等と連携した感染予防や健康相談、実態に
合わせた保健指導を行い、児童生徒の健康保持増進
を図った。
・学校保健委員会を開催し、学校医や教職員、保護
者等が、健康課題について情報を共有することで、
児童生徒が学校生活によりよく適応していけるよう
な支援ができた。

PLAN（令和５年度計画） DO（令和５年度実施内容）

施策評価表
評価対象年度 令和 5 年度

主要施策

方向性・
取組み

　学校給食における異物混入対応マニュアルおよび食物アレルギー対応マニュアルの周知を徹底し、
安全な学校給食の提供に努めます。
　計画的な施設・設備の更新に努めます。

方向性・
取組み

　自校の児童生徒の健康課題をとらえ、日常生活での具体的実践に結びつく保健学習の充実に努める
とともに、現代的な健康課題を家庭、医師会や薬剤師会等地域の関係機関と共有し、解決のための取
組みを推進します。

方向性・
取組み

　運動の楽しさや喜びを体感しながら、外部指導者派遣事業等を活用し、基礎的な知識や技能を身に
つけることができるような授業の工夫改善に努めます。また、運動やスポーツに親しむ機会、環境づ
くりや指導者研修を推進し、また、スポーツ医科学の研修の実施を検討します。
多くの子どもがスポーツの楽しさを知り、夢を持って取り組むすばらしさを体験させることにより、
日常的にスポーツに取り組む習慣を身につけさせ、子どもの体力向上を図ります。

方向性・
取組み

　栄養教諭等が栄養巡回指導を実施し、将来、自立した健康管理、食事管理する力を身につけるため
に、継続して食育に取り組みます。
　学校給食摂取基準に基づく栄養基準値を充足するように努めます。
　酒田の郷土料理や旬の食材を伝えるため、「食育の日献立」を実施します。
　「給食だより」「食育だより」などを発行し、食に関する情報提供を行います。
　米飯給食については、庄内産米を使用します。
　できる限り地元産食材を使用することを念頭に献立を作成します。

施
策
（

４
）

・新規に食物アレルギーによる個別対応を必要とす
る場合は、学校生活管理指導表の提出を必須とし、
管理指導表の内容に即した対応を行った。

・運動の楽しさや喜びに触れさせながら、基礎的な知
識や技能が身につく体育授業の工夫改善に努め、自己
の課題に向けて主体的に取り組もうとする態度を養
う。

施
策
（

2
）

・自校の課題をとらえ、運動やスポーツに親しむ環境
を整備し、体力・運動能力の向上を図る。

・給食の時間や授業以外での栄養教諭等の巡回指導数
の増加を検討する。栄養教諭等の所属校においては家
庭科の授業等と連携した指導や養護教諭との連携を行
うなど、指導内容を工夫する。

・地元産食材の利用率向上のため、一次産品以外にも
幅を広げ、地元企業の加工品を学校給食に取り入れや
すくなるように、助言を行う。

施
策
（

３
）

・学校給食の安全性確保のため、食物アレルギー対応
マニュアルを遵守し、学校給食におけるアレルギー対
応は医師が記入する学校生活管理指導表の提出者へ限
定し対応を徹底する。
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